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条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市人権・コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

 ４ 制定改廃 

の概要 

１．北人権・コミュニティセンターを設置する。（第２条関係） 

 (1) 名称 奈良市北人権・コミュニティセンター 

 (2) 位置 奈良市川上町４１８番地の１ 

 

２．奈良市人権文化センター条例（平成１４年奈良市条例第１７

号）の一部改正について（附則第３項関係） 

 第２条の表奈良市北人権文化センターの項を削る。 

３ 制定改廃 

の理由 

・共生社会の実現に向けた幅広い啓発、事業

等を行い、多様化する課題に対応する施設

として、北人権・コミュニティセンターを

設置し、指定管理者制度を導入するもの。 

５ 施行期日 令和８年４月１日 所管部課 市民部 共生社会推進課 
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奈良市人権・コミュニティセンター条例 新旧対照表 

 

現行 改正案 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 位置   名称 位置  

 奈良市中人権・コミュニティセン

ター 

略   奈良市中人権・コミュニティセン

ター 

略  

 
  

  奈良市北人権・コミュニティセン

ター 

奈良市川上町418番地の１  
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奈良市人権文化センター条例 新旧対照表（附則第３項による改正） 

 

現行 改正案 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 位置   名称 位置  

 奈良市北人権文化センター 奈良市川上町418番地の１   奈良市東人権文化センター 略  

 奈良市東人権文化センター 略      

 奈良市南人権文化センター 略   奈良市南人権文化センター 略  

  

 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

・特定乳児等通園支援事業の運営に関する基

準（令和７年内閣府令第９５号） 

・子ども・子育て支援法等の一部を改正する

法律（令和６年法律第４７号）第１条の規

定による子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）の一部改正 

・子ども・子育て支援法等の一部を改正する

法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及

び経過措置に関する政令（令和７年政令第

３４３号）第１条の規定による子ども・子

育て支援法施行令（平成２６年政令第２１

３号）の一部改正 

４ 制定改廃 

の概要 

１．左記の法律の一部改正による改正後の子ども・子育て支援法

の規定に基づき定められた基準府令に従い、特定乳児等通園支

援事業の運営に関する基準を定める。 

(1) 制定する条例の構造について、基準府令どおりとする部分

については、基準府令を引用する旨の規定を置く。（第３条

関係） 

(2) 特定乳児等通園支援事業の運営に関する本市の独自基準と

して、暴力団の排除に係る規定を置く。（第４条関係） 

３ 制定改廃 

の理由 

・乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制

度）については、上記の法改正等により、

令和７年度に地域子ども・子育て支援事業

として制度化、令和８年度からは新たな給

付として全国で実施される。同事業の運営

基準について、市町村は条例で基準を定め

なければならないと子ども・子育て支援法

に規定されたため、上記の内閣府令（以下

「基準府令」という。）で定める基準に従

い条例の制定を行うもの。 

５ 施行期日 令和８年４月１日 所管部課 子ども未来部 幼保こども園課 
 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 入江泰𠮷記念奈良市写真美術館条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

 ４ 制定改廃 

の概要 

１．利用料金制を導入する。 

(1) 利用料金は、別表に規定する額の範囲内において、指定管

理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。（第４

条、第８条、第１０条関係） 

(2) 利用料金の減免について、市長の承認を得て定める基準に

より指定管理者が行うこととする。（第４条、第８条関係） 

(3) １６歳未満の者並びに高等学校の生徒、大学の学生及びこ

れらに準ずる者については、観覧の利用料金を免除すること

とする。（第４条関係） 

 

２．利用料金の見直しを行う。（別表第１関係） 

(1) 普通観覧の利用料金について、市内に住所を有する者及び

市外に住所を有する者の区分を新設し、市外に住所を有する

者に係る当該利用料金について増額する。 

(2) 特別観覧の利用料金について、限度額を引き上げる。 

 

 

 

 

 

３ 制定改廃 

の理由 

・指定管理者により管理を行っている入江泰

𠮷記念奈良市写真美術館について、利用料

金制を導入するとともに、観覧の利用料金

の見直しを行うもの。 

 

５ 施行期日 令和８年４月１日 所管部課 市民部 文化振興課 
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入江泰𠮷記念奈良市写真美術館条例 新旧対照表 

 

現行 改正案 

（事業） （事業） 

第３条 美術館は、次の各号に掲げる事業を行う。 第３条 美術館は、次に   掲げる事業を行う。 

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略 

（指定管理者） （指定管理者） 

第３条の２ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に

基づき、次に掲げる美術館の管理に関する業務を同項に規定する指定管理

者（以下「指定管理者」という。）に行わせるものとする。 

第３条の２ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に

基づき、次に掲げる美術館の管理に関する業務を同項に規定する指定管理

者（以下「指定管理者」という。）に行わせるものとする。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 美術館の使用承認及び使用制限に関すること。 (２) 美術館の利用承認及び利用制限に関すること。 

(３)～(５) 略 (３)～(５) 略 

２ 略 ２ 略 

（観覧料） （観覧の利用料金） 

第４条 美術館が展示する資料を観覧しようとする者は、別表第１に定める

観覧料               を納付しなければならない。 

第４条 美術館が展示する資料を観覧しようとする者は、その観覧に係る料

金（以下「観覧の利用料金」という。）を納付しなければならない。 

 ２ 観覧の利用料金は、別表第１に規定する額の範囲内において、指定管理

者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。 

 ３ 地方自治法第244条の２第８項の規定に基づき、市長は、指定管理者に観

覧の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。 

２ 次に掲げる者については、前項の観覧料 を免除する。 ４ 次に掲げる者については、観覧の利用料金を免除する。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

 (３) 16歳未満の者並びに高等学校の生徒、大学の学生及びこれらに準ず

る者 

３ 前項に定めるもののほか、市長は、公益上その他特別の理由があると認

めたときは、観覧料 を減免することができる。 

５ 前項に定めるもののほか、指定管理者は、市長の承認を得て定める基準

により観覧の利用料金を減免することができる。 

（展示室の使用） （展示室の利用） 
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第５条 美術館の一般展示室（以下「展示室」という。）を使用しようとす

る者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。 

第５条 美術館の一般展示室（以下「展示室」という。）を利用しようとす

る者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。 

２ 前項の承認は、写真の展示に使用するときに限るものとする。 ２ 前項の承認は、写真の展示に利用するときに限るものとする。 

３ 略 ３ 略 

（展示室の使用の不承認） （展示室の利用の不承認） 

第６条 指定管理者は、次の各号の一に   該当すると認めるときは、展

示室の使用を承認してはならない。 

第６条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、展

示室の利用を承認してはならない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。 (２) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。 

(３) 略 (３) 略 

（展示室の使用承認の取消し等） （展示室の利用承認の取消し等） 

第７条 指定管理者は、次の各号の一に   該当するときは、展示室の使

用承認を取り消し、又は使用を停止させることができる。 

第７条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、展示室の利

用承認を取り消し、又は利用を停止させることができる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 承認を受けた使用目的以外に使用したとき。 (２) 承認を受けた利用目的以外に利用したとき。 

(３) 略 (３) 略 

２ 前項の規定により使用承認の取消し又は使用の停止を受けた者に生じた

損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。 

２ 前項の規定により利用承認の取消し又は利用の停止を受けた者に生じた

損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。 

（展示室の使用料 ） （展示室の利用料金） 

第８条 展示室の使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、別

表第２に定める使用料                を納付しなけれ

ばならない。 

第８条 展示室の利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、そ

の利用に係る料金（以下「展示室の利用料金」という。）を納付しなけれ

ばならない。 

 ２ 展示室の利用料金は、別表第２に規定する額の範囲内において、指定管

理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。 

 ３ 地方自治法第244条の２第８項の規定に基づき、市長は、指定管理者に展

示室の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。 

２ 市長は、特に必要があると認めた場合は、前項の使用料を減免すること４ 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により展示室の利用料金を
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ができる。 減免することができる。 

（使用者の義務） （利用者の義務） 

第９条 使用者は、展示室を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければ

ならない。 

第９条 利用者は、展示室を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければ

ならない。 

２ 使用者は、展示室を使用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはなら

ない。 

２ 利用者は、展示室を利用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはなら

ない。 

（使用できる自動車） （利用できる自動車） 

第９条の２ 駐車場を使用することができる自動車は、道路運送車両法施行

規則（昭和26年運輸省令第74号）別表第１に規定する普通自動車、小型自

動車及び軽自動車とする。ただし、次のいずれかに該当する自動車は、駐

車場を使用することができない。 

第９条の２ 駐車場を利用することができる自動車は、道路運送車両法施行

規則（昭和26年運輸省令第74号）別表第１に規定する普通自動車、小型自

動車及び軽自動車とする。ただし、次のいずれかに該当する自動車は、駐

車場を利用することができない。 

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略 

（駐車場の使用料 ） （駐車場の利用料金） 

第10条 駐車場を使用する者は、別表第３に定める使用料          

        を納付しなければならない。 

第10条 駐車場を利用する者は、その利用に係る料金（以下「駐車場の利用

料金」という。）を納付しなければならない。 

 ２ 駐車場の利用料金は、別表第３に規定する額の範囲内において、指定管

理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。 

 ３ 地方自治法第244条の２第８項の規定に基づき、市長は、指定管理者に駐

車場の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。 

（駐車場の使用料 の不徴収） （駐車場の利用料金の不徴収） 

第10条の２ 次のいずれかに該当する自動車については、駐車場の使用料  

を徴収しない。 

第10条の２ 次のいずれかに該当する自動車については、駐車場の利用料金

を徴収しない。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

（観覧料等の不還付） （利用料金の不還付） 

第12条 既納の観覧料並びに展示室及び駐車場の使用料        は、

還付しない。ただし、市長   が特別の理由があると認めたときは、展

示室の使用料 の全部又は一部を還付することができる。 

第12条 既納の観覧の利用料金、展示室の利用料金及び駐車場の利用料金は、

還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、展

示室の利用料金の全部又は一部を還付することができる。 
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（行為の禁止等） （行為の禁止等） 

第13条 美術館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 第13条 美術館においては、次に   掲げる行為をしてはならない。 

(１) 施設等又は資料をき損し、汚損し、又は滅失すること。 (１) 施設等又は資料を毀損し、汚損し、又は滅失すること。 

(２)～(５) 略 (２)～(５) 略 

２ 略 ２ 略 

（損害賠償） （損害賠償） 

第14条 美術館を使用する者は、施設、附属設備又は資料をき損し、汚損し、

又は滅失したときは、市長の指示するところに従って、その損害を賠償し

なければならない。 

第14条 美術館を利用する者は、施設、附属設備又は資料を毀損し、汚損し、

又は滅失したときは、市長の指示するところに従って、その損害を賠償し

なければならない。 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

 

区分 

小学校の児

童、中学校の

生徒及びこれ

らに準ずる者 

高等学校の生

徒、大学の学

生及びこれら

に準ずる者 

その他の者

（15歳以上の

者に限る。） 

  

区分 
市内に住所を有する

者 

市外に住所を有する

者 

 

 普通観覧料 

（１人１回につ

き） 

個人 100円 200円 500円   普通観覧の利用

料金 

（１人１回につ

き） 

個人 500円 700円  

 団体 80円 160円 400円   団体 400円 600円  

 特別観覧料 

（１人１回につき） 

1,500円を超えない範囲内で市長がその都度

定める額 

  特別観覧の利用料金 

（１人１回につき） 

2,000円   

 定期観覧料 

（１人１年につき） 

  2,500円   定期観覧の利用料金 

（１人１年につき） 

  2,500円  

 備考       備考      

 １ 「普通観覧料」とは、常設展示の資料を観覧するために１回の

観覧の都度納付するものをいう。 

  １ 「普通観覧の利用料金」とは、常設展示の資料を観覧するため

に１回の観覧の都度納付するものをいう。 

 

 ２ 「特別観覧料」とは、特別展示の資料を観覧するために１回の

観覧の都度納付するものをいう。 

  ２ 「特別観覧の利用料金」とは、特別展示の資料を観覧するため

に１回の観覧の都度納付するものをいう。 
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 ３ 「定期観覧料」とは、１年間を通じて随時常設展示又は特別展

示の資料を観覧するために一括して納付するものをいう。 

  ３ 「定期観覧の利用料金」とは、１年間を通じて随時常設展示又

は特別展示の資料を観覧するために一括して納付するものをい

う。 

 

 ４ 「団体」とは、20人以上をいう。   ４ 「団体」とは、利用料金を納付すべき者が20人以上のものをい

う。 

 

別表第２（第８条関係） 別表第２（第８条関係） 

 
区分 

午前 午後 全日   
区分 

午前 午後 全日  

 ９：30～12：30 13：00～17：00 ９：30～17：00   ９：30～12：30 13：00～17：00 ９：30～17：00  

 展示室の使用料 略 略 略   展示室の利用料金 略 略 略  

別表第３（第10条関係） 別表第３（第10条関係） 

 
駐車時間の区分 

駐車場の使用料 

（１台につき） 

  
駐車時間の区分 

駐車場の利用料金 

（１台につき） 

 

 略 略   略 略  

  

 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市入江泰𠮷旧居条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

 ４ 制定改廃 

の概要 

１．利用料金制を導入する。（第７条関係） 

(1) 利用料金は、別表に規定する額の範囲内において、指定管

理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。 

(2) 利用料金の減免について、市長の承認を得て定める基準に

より指定管理者が行うこととする。 

(3) １６歳未満の者並びに高等学校の生徒及びこれに準ずる者

に加え、大学の学生及びこれに準ずる者についても、利用料

金を免除することとする。 

 

２．利用料金の見直しを行う。（別表関係） 

市内に住所を有する者及び市外に住所を有する者の区分を新設

し、市外に住所を有する者に係る利用料金について増額する。 

 

 

 

 

３ 制定改廃 

の理由 

・指定管理者により管理を行っている入江泰

𠮷旧居について、利用料金制を導入すると

ともに、利用料金の見直しを行うもの。 

 

５ 施行期日 令和８年４月１日 所管部課 市民部 文化振興課 
 



議案番号 １０４ 

1/1 

奈良市入江泰𠮷旧居条例 新旧対照表 

 

現行 改正案 

（入館料） （利用料金） 

第７条 旧居に入館しようとする者は、別表に定める入館料         

       を納付しなければならない。 

第７条 旧居に入館しようとする者は、その利用に係る料金（以下「利用料

金」という。）を納付しなければならない。 

 ２ 利用料金は、別表に規定する額の範囲内において、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定める額とする。 

 ３ 地方自治法第244条の２第８項の規定に基づき、市長は、指定管理者に利

用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。 

２ 次に掲げる者については、前項の入館料を免除する。 ４ 次に掲げる者については、利用料金  を免除する。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 16歳未満の者並びに高等学校の生徒及びこれ       に準ず

る者 

(３) 16歳未満の者並びに高等学校の生徒、大学の学生及びこれらに準ず

る者 

３ 前項に定めるもののほか、市長は、公益上その他特別の理由があると認

めたときは、入館料を減免することができる。 

５ 前項に定めるもののほか、指定管理者は、市長の承認を得て定める基準

により利用料金  を減免することができる。 

（入館料 の不還付） （利用料金の不還付） 

第８条 既納の入館料 は還付しない。 第８条 既納の利用料金は還付しない。 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

 
区分 金額 

  
区分 

市内に住所を有

する者 

市外に住所を有

する者 

 

 入館料 

（１人１回限り） 

個人 200円   利用料金 

（１人１回限り） 

個人 200円 300円  

 団体 100円   団体 100円 150円  

 備考 「団体」とは、入館料を納付すべき者が20人以上のものをいう。   備考 「団体」とは、利用料金を納付すべき者が20人以上のものをい

う。 

 

  

 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市杉岡華邨書道美術館条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

 ４ 制定改廃 

の概要 

１．利用料金制を導入する。（第４条関係） 

(1) 利用料金は、別表に規定する額の範囲内において、指定管

理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。 

(2) 利用料金の減免について、市長の承認を得て定める基準に

より指定管理者が行うこととする。 

(3) １６歳未満の者並びに高等学校の生徒及びこれに準ずる者

に加え、大学の学生及びこれに準ずる者についても、利用料

金を免除することとする。 

 

２．利用料金の見直しを行う。（別表関係） 

(1) 普通観覧の利用料金について、市内に住所を有する者及び

市外に住所を有する者の区分を新設し、市外に住所を有する

者に係る当該利用料金について増額する。 

(2) 特別観覧の利用料金について、限度額を引き上げる。 

 

 

 

 

 

３ 制定改廃 

の理由 

・指定管理者により管理を行っている杉岡華

邨書道美術館について、利用料金制を導入

するとともに、利用料金の見直しを行うも

の。 

 

５ 施行期日 令和８年４月１日 所管部課 市民部 文化振興課 
 



議案番号 １０５ 

1/2 

奈良市杉岡華邨書道美術館条例 新旧対照表 

 

現行 改正案 

（観覧料） （利用料金） 

第４条 美術館が展示する書道作品又は資料を観覧しようとする者は、別表

に定める観覧料              を納付しなければならない。 

第４条 美術館が展示する書道作品又は資料を観覧しようとする者は、その

観覧に係る料金（以下「利用料金」という。）を納付しなければならない。 

 ２ 利用料金は、別表に規定する額の範囲内において、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定める額とする。 

 ３ 地方自治法第244条の２第８項の規定に基づき、市長は、指定管理者に利

用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。 

２ 次に掲げる者については、前項の観覧料を免除する。 ４ 次に掲げる者については、利用料金  を免除する。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 16歳未満の者並びに高等学校の生徒及びこれ       に準ず

る者 

(３) 16歳未満の者並びに高等学校の生徒、大学の学生及びこれらに準ず

る者 

３ 前項に定めるもののほか、市長は、公益上その他特別の理由があると認

めたときは、観覧料を減免することができる。 

５ 前項に定めるもののほか、指定管理者は、市長の承認を得て定める基準

により利用料金  を減免することができる。 

（観覧料 の不還付） （利用料金の不還付） 

第５条 既納の観覧料 は、還付しない。 第５条 既納の利用料金は、還付しない。 

（行為の禁止等） （行為の禁止等） 

第６条 美術館においては、次に掲げる行為をしてはならない。 第６条 美術館においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 施設等又は資料をき損し、汚損し、又は滅失すること。 (１) 施設等又は資料を毀損し、汚損し、又は滅失すること。 

(２)～(５) 略 (２)～(５) 略 

２ 略 ２ 略 

（損害賠償） （損害賠償） 

第７条 美術館に入館した者は、施設等、書道作品又は資料をき損し、汚損

し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従って、その損害を賠

償しなければならない。 

第７条 美術館に入館した者は、施設等、書道作品又は資料を毀損し、汚損

し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従って、その損害を賠

償しなければならない。 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 
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現行 改正案 

 
区分 金額 

  
区分 

市内に住所を有する

者 

市外に住所を有する

者 

 

 普通観覧料 

（１人１回限

り） 

個人 300円   普通観覧の利用

料金 

（１人１回限

り） 

個人 300円 500円  

 団体 240円   団体 240円 400円  

 特別観覧料 

（１人１回につき） 

1,500円を超えない範囲内で市長がその都

度定める額 

  特別観覧の利用料金 

（１人１回につき） 

2,000円  

 定期観覧料 

（１人１年につき） 

2,000円   定期観覧の利用料金 

（１人１年につき） 

2,000円 

 

 

 備考   備考  

 １ 「普通観覧料」とは、常設展示の書道作品又は資料を観覧する

ために１回の観覧の都度納付するものをいう。 

  １ 「普通観覧の利用料金」とは、常設展示の書道作品又は資料を

観覧するために１回の観覧の都度納付するものをいう。 

 

 ２ 「特別観覧料」とは、特別展示の書道作品又は資料を観覧する

ために１回の観覧の都度納付するものをいう。 

  ２ 「特別観覧の利用料金」とは、特別展示の書道作品又は資料を

観覧するために１回の観覧の都度納付するものをいう。 

 

 ３ 「定期観覧料」とは、１年間を通じて随時常設展示又は特別展

示の書道作品又は資料を観覧するために一括して納付するもの

をいう。 

  ３ 「定期観覧の利用料金」とは、１年間を通じて随時常設展示又

は特別展示の書道作品又は資料を観覧するために一括して納付

するものをいう。 

 

 ４ 「団体」とは、観覧料を納付すべき者が20人以上の団体をいう。   ４ 「団体」とは、利用料金を納付すべき者が20人以上のものをい

う。 

 

  

 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市災害対策基本条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

 ４ 制定改廃 

の概要 

１．災害対策を更に前進させるには、諸計画や施策に加え、自

助、共助及び公助の考え方の下に、市、市民、自主防災組織及

び事業者の責務と役割を明確にし、その意識を高めることが重

要である。これにより、災害対策を総合的かつ計画的に推進

し、災害による被害の最小化を図るとともに、災害に強い安全

で安心なまちの実現を目指して、基本理念等の必要な事項を定

める。 

 (1) 総則（第１条から第３条まで関係） 

 (2) 責務（第４条から第７条まで関係） 

 (3) 防災対策（第８条から第１５条まで関係） 

 (4) 災害応急対策（第１６条から第２０条まで関係） 

 (5) 復興対策（第２１条関係） 

 (6) 雑則（第２２条関係） 

３ 制定改廃 

の理由 

・災害から市民等の生命、身体、財産及び個

人の尊厳を守るためには、災害対策に関す

る目標を共有し、それぞれの責務を自覚し

て災害対策に取り組むことが求められる。 

・災害に強いまちを実現するため、基本理念

並びに市、市民、自主防災組織及び事業者

の責務等を定める。 

５ 施行期日 公布の日 所管部課 危機管理監 危機管理課 
 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市営住宅条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

 ４ 制定改廃 

の概要 

１．子育て世帯向けの市営住宅等への入居者資格を緩和する。

（第６条関係） 

 改正前 同居又は同居の予定である親族に小学校就学の始期に

達するまでの者があること。 

 改正後 同居又は同居の予定である親族に１８歳未満の者があ

ること。 

 

２．母子・父子世帯向けの市営住宅等への入居者資格について、

同居又は同居の予定である子の年齢を引き下げる。（第６条関

係） 

 

３．入居者資格のうち、６０歳以上の者としている条件を６５歳

以上の者に引き上げる。（第６条、附則第２項、附則第３項関

係） 

 

４．シルバーハウジング（高齢者が居住し、かつ、当該居住して

いる高齢者に対して生活援助員によるサービスを提供する住宅

をいう。）の市営住宅に関する規定を削除する。（第６条関

係） 

 

５．住宅の敷金及び駐車場の敷金を還付する際に控除する額につ

いて、実態に則した内容を規定する。（第１２条、第３８条の

４の３関係） 

３ 制定改廃 

の理由 

・本市において、子のいる世帯数が減少し、

６０歳以上の人口が増加したことによる住

宅の需要に対応するほか、所要の規定の整

備を行うもの。 

 

５ 施行期日 令和８年４月１日 所管部課 都市整備部 住宅課 
 



議案番号 １０７ 

1/10 

奈良市営住宅条例 新旧対照表 

 

現行 改正案 

（入居者資格等） （入居者資格等） 

第６条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する

者でなければならない。 

第６条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する

者でなければならない。 

(１) 現に同居し、又は同居しようとする親族（規則で定める親族に限る。

以下この条及び第38条の２第１項において同じ。）があること。ただし、

次に掲げる者にあつては、この限りでない。 

(１) 現に同居し、又は同居しようとする親族（規則で定める親族に限る。

以下この条及び第38条の２第１項において同じ。）があること。ただし、

次に掲げる者にあつては、この限りでない。 

ア 60歳以上の者 ア 65歳以上の者 

イ～ク 略 イ～ク 略 

(２) その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ

又はウに掲げる金額を超えないこと。 

(２) その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ

又はウに掲げる金額を超えないこと。 

ア 次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する場合 214,000円 ア 次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する場合 214,000円 

(ア)～(ウ) 略 (ア)～(ウ) 略 

(エ) その者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居し

ようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者であるこ

と。 

(エ) その者が65歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居し

ようとする親族のいずれもが65歳以上又は18歳未満の者であるこ

と。 

(オ) 略 (オ) 略 

イ・ウ 略 イ・ウ 略 

(３)～(７) 略 (３)～(７) 略 

２ 母子・父子世帯向けとして整備した市営住宅に入居することができる者

は、前項の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければな

らない。 

２ 母子・父子世帯向けとして整備した市営住宅に入居することができる者

は、前項の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければな

らない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 現に同居し、又は同居しようとする者（子に限る。）があり、かつ、

そのいずれかが20歳未満であること。 

(２) 現に同居し、又は同居しようとする者（子に限る。）があり、かつ、

そのいずれかが18歳未満であること。 

(３) 略 (３) 略 



議案番号 １０７ 
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現行 改正案 

３ 高齢者向けとして整備した市営住宅に入居することができる者は、第１

項の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。 

３ 高齢者向けとして整備した市営住宅に入居することができる者は、第１

項の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。 

(１) 60歳以上の者であること。 (１) 65歳以上の者であること。 

(２) 現に同居し、又は同居しようとする親族（次のいずれかに該当する

者に限る。）があること。 

(２) 現に同居し、又は同居しようとする親族（次のいずれかに該当する

者に限る。）があること。 

ア～ウ 略 ア～ウ 略 

エ 60歳以上の者（60歳未満であつて、市長が特に必要と認める者を含

む。） 

エ 65歳以上の者（65歳未満であつて、市長が特に必要と認める者を含

む。） 

(３) 略 (３) 略 

４ 略 ４ 略 

５ シルバーハウジング（高齢者が居住し、かつ、当該居住している高齢者

に対して生活援助員によるサービスを提供する住宅をいう。）として整備

した市営住宅に入居することができる者は、第１項の規定にかかわらず、

次の各号の条件を具備する者でなければならない。 

 

(１) 次のいずれかの世帯に属する者であること。  

ア 60歳以上の者の単身世帯  

イ 60歳以上の者のみの世帯  

ウ 60歳以上の者とその配偶者（以下「高齢者夫婦」という。）のみの

世帯 

 

エ 市長が住宅需要を鑑み特に必要と認めるときは、障害者等（第１項

第１号イ、ウ、エ、カ又はキのいずれかに該当する者をいう。以下同

じ。）の単身世帯、障害者等のみの世帯、障害者等とその配偶者のみ

の世帯又は障害者等と60歳以上の者若しくは高齢者夫婦のみの世帯 

 

(２) 第１項第２号から第７号までの条件  

６ 略 ５ 略 

７ 子育て世帯向けとして整備した市営住宅に入居することができる者は、

第１項の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければなら

６ 子育て世帯向けとして整備した市営住宅に入居することができる者は、

第１項の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければなら
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現行 改正案 

ない。 ない。 

(１) 現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就学の始期に達す

るまでの者があること。 

(１) 現に同居し、又は同居しようとする親族に18歳未満         

     の者があること。 

(２) 略 (２) 略 

８・９ 略 ７・８ 略 

（入居者資格の特例） （入居者資格の特例） 

第７条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第３項の規定によ

る市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居

者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合において

は、その者は、前条第１項（第５号を除く。）から第８項までに定める条

件を具備する者とみなす。 

第７条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第３項の規定によ

る市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居

者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合において

は、その者は、前条第１項（第５号を除く。）から第７項までに定める条

件を具備する者とみなす。 

２ 略 ２ 略 

３ 被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第14号）第21条に規定する住

宅被災市町村の区域内において同条の災害により滅失した住宅に居住して

いた者及び当該区域内において実施される都市計画法第４条第15項に規定

する都市計画事業その他被災市街地復興特別措置法施行規則（平成７年建

設省令第２号）第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関す

る事業の実施に伴い移転が必要となつた者については、当該災害の発生し

た日から起算して３年を経過する日までの間は、前条第１項第３号に掲げ

る条件を具備する者を同項各号（第５号を除く。）及び同条第８項に掲げ

る条件を具備する者とみなす。 

３ 被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第14号）第21条に規定する住

宅被災市町村の区域内において同条の災害により滅失した住宅に居住して

いた者及び当該区域内において実施される都市計画法第４条第15項に規定

する都市計画事業その他被災市街地復興特別措置法施行規則（平成７年建

設省令第２号）第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関す

る事業の実施に伴い移転が必要となつた者については、当該災害の発生し

た日から起算して３年を経過する日までの間は、前条第１項第３号に掲げ

る条件を具備する者を同項各号（第５号を除く。）及び同条第７項に掲げ

る条件を具備する者とみなす。 

（敷金） （敷金） 

第12条 略 第12条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 第１項の規定により納付した敷金は、市営住宅を明け渡したときに還付

する。この場合において、家賃、共益費（第20条の２第１項に規定する共

益費をいう              。）、水道料金（第20条の３第

４ 第１項の規定により納付した敷金は、市営住宅を明け渡したときに還付

する。この場合において、家賃、共益費（第20条の２第１項に規定する共

益費をいう。第38条の４の３において同じ。）、水道料金（第20条の３第
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現行 改正案 

１項に規定する水道料金をいう                     

                                    

                                 。）

その他の賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行が

あるとき、又は損害賠償金があるときは、それらの額を控除するものとす

る。 

１項に規定する水道料金をいう。第38条の４の３において同じ。）、駐車

場の使用料（第38条の４の５第１項に規定する使用料をいう。以下第38条

の４の３、第38条の４の５及び第38条の４の９において「使用料」という。）

その他の賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行が

あるとき、又は損害賠償金があるときは、それらの額を控除するものとす

る。 

５・６ 略 ５・６ 略 

（駐車場敷金） （駐車場敷金） 

第38条の４の３ 略 第38条の４の３ 略 

２ 前項の駐車場敷金の額は、当該使用を決定された駐車場の使用料（以下

この条、第38条の４の５及び第38条の４の９において「使用料」という。）

の３箇月分に相当する額とする。 

２ 前項の駐車場敷金の額は、  使用を決定された使用料           

                                    

の３箇月分に相当する額とする。 

３ 第１項の規定により納付した駐車場敷金は、駐車場を返還したときに還

付する。この場合において、使用料について未納の額           

                           があるとき、

又は損害賠償金があるときは、それらの額を控除するものとする。 

３ 第１項の規定により納付した駐車場敷金は、駐車場を返還したときに還

付する。この場合において、使用料、家賃、共益費、水道料金その他の賃

貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行があるとき、

又は損害賠償金があるときは、それらの額を控除するものとする。 

４・５ 略 ４・５ 略 
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奈良市改良住宅条例 新旧対照表（附則第２項による改正） 

 

現行 改正案 

（準用等） （準用等） 

第５条 略 第５条 略 

２ 前項本文の場合において、市営住宅条例第６条第１項第２号中 ２ 前項本文の場合において、市営住宅条例第６条第１項第２号中 

 「 その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞ

れア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。 

   「 その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞ

れア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。 

  

  ア 次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する場合 

214,000円 

    ア 次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する場合 

214,000円 

  

  (ア) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする

親族が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令

第６条第３項に規定する１級又は２級のいずれかに該当

する程度の精神障害者であること。 

    (ア) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする

親族が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令

第６条第３項に規定する１級又は２級のいずれかに該当

する程度の精神障害者であること。 

  

  (イ) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする

親族が(ア)に規定する精神障害の程度に相当する程度の

知的障害者であること。 

    (イ) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする

親族が(ア)に規定する精神障害の程度に相当する程度の

知的障害者であること。 

  

  (ウ) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする

親族が前号イ(ア)、ウ、エ、カ又はキのいずれかに該当

する者であること。  

   (ウ) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする

親族が前号イ(ア)、ウ、エ、カ又はキのいずれかに該当

する者であること。  

 

  (エ) その者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、

又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18

歳未満の者であること。 

    (エ) その者が65歳以上の者であり、かつ、現に同居し、

又は同居しようとする親族のいずれもが65歳以上又は18

歳未満の者であること。 

  

  (オ) 現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就

学の始期に達するまでの者があること。 

    (オ) 現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就

学の始期に達するまでの者があること。 

  

  イ 市営住宅が、法第８条第１項若しくは第３項若しくは激

甚
じん

災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

（昭和37年法律第150号）第22条第１項の規定による国の補

    イ 市営住宅が、法第８条第１項若しくは第３項若しくは激

甚
じん

災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

（昭和37年法律第150号）第22条第１項の規定による国の補
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現行 改正案 

助に係るもの又は法第８条第１項各号のいずれかに該当す

る場合において市長が災害により滅失した住宅に居住して

いた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 

214,000円（当該災害発生の日から３年を経過した後は、

158,000円） 

助に係るもの又は法第８条第１項各号のいずれかに該当す

る場合において市長が災害により滅失した住宅に居住して

いた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 

214,000円（当該災害発生の日から３年を経過した後は、

158,000円） 

  ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円 」    ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円 」  

とあるのは とあるのは 

 「 その者の収入が158,000円を超えないこと。 」   「 その者の収入が158,000円を超えないこと。 」  

と、市営住宅条例第17条第３項中「近傍同種の住宅の家賃（令第３条で定

めるところにより算出した額をいう。以下同じ。）」とあるのは「近傍同

種の住宅の家賃（令第３条で定めるところにより算出した額をいう。以下

同じ。）（その額が法定限度額を超える場合にあつては法定限度額）」と、

「近傍同種の住宅の家賃とする」とあるのは「近傍同種の住宅の家賃以下

で市長が定める額とする」と、市営住宅条例第17条第５項中「近傍同種の

住宅の家賃」とあるのは「近傍同種の住宅の家賃（その額が法定限度額を

超える場合にあつては法定限度額）」と、市営住宅条例第28条第１項及び

第２項中「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「近傍同種の住宅の家賃（そ

の額が法定上限額（法定限度額に割増賃料を加えた額をいう。以下同じ。）

を超える場合にあつては法定上限額）」と、市営住宅条例第48条第１項中

「法第33条第１項」とあるのは「住宅地区改良法（昭和35年法律第84号）

第29条第１項において準用する法第33条第１項」と読み替えるものとする。

この場合において、市営住宅条例第28条第１項及び第２項の規定によりそ

の定めるところによるとされる公営住宅法施行令（昭和26年政令第240号）

第８条第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）中「近傍同種

の住宅の家賃」とあるのは、「近傍同種の住宅の家賃（その額が法定上限

額（法定限度額に割増賃料を加えた額をいう。以下同じ。）を超える場合

にあつては法定上限額）」とする。 

と、市営住宅条例第17条第３項中「近傍同種の住宅の家賃（令第３条で定

めるところにより算出した額をいう。以下同じ。）」とあるのは「近傍同

種の住宅の家賃（令第３条で定めるところにより算出した額をいう。以下

同じ。）（その額が法定限度額を超える場合にあつては法定限度額）」と、

「近傍同種の住宅の家賃とする」とあるのは「近傍同種の住宅の家賃以下

で市長が定める額とする」と、市営住宅条例第17条第５項中「近傍同種の

住宅の家賃」とあるのは「近傍同種の住宅の家賃（その額が法定限度額を

超える場合にあつては法定限度額）」と、市営住宅条例第28条第１項及び

第２項中「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「近傍同種の住宅の家賃（そ

の額が法定上限額（法定限度額に割増賃料を加えた額をいう。以下同じ。）

を超える場合にあつては法定上限額）」と、市営住宅条例第48条第１項中

「法第33条第１項」とあるのは「住宅地区改良法（昭和35年法律第84号）

第29条第１項において準用する法第33条第１項」と読み替えるものとする。

この場合において、市営住宅条例第28条第１項及び第２項の規定によりそ

の定めるところによるとされる公営住宅法施行令（昭和26年政令第240号）

第８条第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）中「近傍同種

の住宅の家賃」とあるのは、「近傍同種の住宅の家賃（その額が法定上限

額（法定限度額に割増賃料を加えた額をいう。以下同じ。）を超える場合

にあつては法定上限額）」とする。 
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３～６ 略 ３～６ 略 

 



議案番号 １０７ 

8/10 

奈良市コミュニティ住宅条例 新旧対照表（附則第３項による改正） 

 

現行 改正案 

（準用等） （準用等） 

第６条 略 第６条 略 

２ 前項本文の場合において、市営住宅条例第６条第１項第２号中 ２ 前項本文の場合において、市営住宅条例第６条第１項第２号中 

 「 その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞ

れア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。 
 

  「 その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞ

れア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。 
 

 

 
 

ア 次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する場合 

214,000円 
 

  
 

ア 次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する場合 

214,000円 
 

 

 

 

(ア) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする

親族が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令

第６条第３項に規定する１級又は２級のいずれかに該当

する程度の精神障害者であること。 

 

  

 

(ア) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする

親族が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令

第６条第３項に規定する１級又は２級のいずれかに該当

する程度の精神障害者であること。 

 

 

 

 

(イ) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする

親族が(ア)に規定する精神障害の程度に相当する程度の

知的障害者であること。 

 

  

 

(イ) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする

親族が(ア)に規定する精神障害の程度に相当する程度の

知的障害者であること。 

 

 

 

 

(ウ) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする

親族が前号イ(ア)、ウ、エ、カ又はキのいずれかに該当

する者であること。 

 

  

 

(ウ) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする

親族が前号イ(ア)、ウ、エ、カ又はキのいずれかに該当

する者であること。 

 

 

 

 

(エ) その者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、

又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18

歳未満の者であること。 

 

  

 

(エ) その者が65歳以上の者であり、かつ、現に同居し、

又は同居しようとする親族のいずれもが65歳以上又は18

歳未満の者であること。 

 

 

 
 

(オ) 現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就

学の始期に達するまでの者があること。 
 

  
 

(オ) 現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就

学の始期に達するまでの者があること。 
 

 

 

 

イ 市営住宅が、法第８条第１項若しくは第３項若しくは激

甚
じん

災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

（昭和37年法律第150号）第22条第１項の規定による国の補

 

  

 

イ 市営住宅が、法第８条第１項若しくは第３項若しくは激

甚
じん

災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

（昭和37年法律第150号）第22条第１項の規定による国の補
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助に係るもの又は法第８条第１項各号のいずれかに該当す

る場合において市長が災害により滅失した住宅に居住して

いた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 

214,000円（当該災害発生の日から３年を経過した後は、

158,000円） 

助に係るもの又は法第８条第１項各号のいずれかに該当す

る場合において市長が災害により滅失した住宅に居住して

いた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 

214,000円（当該災害発生の日から３年を経過した後は、

158,000円） 

  ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円 」    ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円 」  

とあるのは とあるのは 

 「 その者の収入が158,000円を超えないこと。 」   「 その者の収入が158,000円を超えないこと。 」  

と、市営住宅条例第17条第３項中「近傍同種の住宅の家賃（令第３条で定

めるところにより算出した額をいう。以下同じ。）」とあるのは「近傍同

種の住宅の家賃（令第３条で定めるところにより算出した額をいう。以下

同じ。）（その額が法定限度額を超える場合にあつては法定限度額）」と、

「近傍同種の住宅の家賃とする」とあるのは「近傍同種の住宅の家賃以下

で市長が定める額とする」と、市営住宅条例第17条第５項中「近傍同種の

住宅の家賃」とあるのは「近傍同種の住宅の家賃（その額が法定限度額を

超える場合にあつては法定限度額）」と、市営住宅条例第28条第１項及び

第２項中「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「近傍同種の住宅の家賃（そ

の額が法定上限額（法定限度額に割増賃料を加えた額をいう。以下同じ。）

を超える場合にあつては法定上限額）」と、市営住宅条例第38条の４の５

第２項中「2,500円」とあるのは「別表第１の共同施設の駐車場については

5,000円、別表第２の共同施設の駐車場については2,500円」と、市営住宅

条例第48条第１項中「法第33条第１項の規定に基づき、市営住宅」とある

のは「コミュニティ住宅」と読み替えるものとする。この場合において、

市営住宅条例第28条第１項及び第２項の規定によりその定めるところによ

るとされる公営住宅法施行令（昭和26年政令第240号）第８条第２項（同条

第３項において準用する場合を含む。）中「近傍同種の住宅の家賃」とあ

るのは「近傍同種の住宅の家賃（その額が法定上限額（法定限度額に割増

と、市営住宅条例第17条第３項中「近傍同種の住宅の家賃（令第３条で定

めるところにより算出した額をいう。以下同じ。）」とあるのは「近傍同

種の住宅の家賃（令第３条で定めるところにより算出した額をいう。以下

同じ。）（その額が法定限度額を超える場合にあつては法定限度額）」と、

「近傍同種の住宅の家賃とする」とあるのは「近傍同種の住宅の家賃以下

で市長が定める額とする」と、市営住宅条例第17条第５項中「近傍同種の

住宅の家賃」とあるのは「近傍同種の住宅の家賃（その額が法定限度額を

超える場合にあつては法定限度額）」と、市営住宅条例第28条第１項及び

第２項中「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「近傍同種の住宅の家賃（そ

の額が法定上限額（法定限度額に割増賃料を加えた額をいう。以下同じ。）

を超える場合にあつては法定上限額）」と、市営住宅条例第38条の４の５

第２項中「2,500円」とあるのは「別表第１の共同施設の駐車場については

5,000円、別表第２の共同施設の駐車場については2,500円」と、市営住宅

条例第48条第１項中「法第33条第１項の規定に基づき、市営住宅」とある

のは「コミュニティ住宅」と読み替えるものとする。この場合において、

市営住宅条例第28条第１項及び第２項の規定によりその定めるところによ

るとされる公営住宅法施行令（昭和26年政令第240号）第８条第２項（同条

第３項において準用する場合を含む。）中「近傍同種の住宅の家賃」とあ

るのは「近傍同種の住宅の家賃（その額が法定上限額（法定限度額に割増



議案番号 １０７ 

10/10 

現行 改正案 

賃料を加えた額をいう。以下同じ。）を超える場合にあつては法定上限額）」

とする。 

賃料を加えた額をいう。以下同じ。）を超える場合にあつては法定上限額）」

とする。 

３～６ 略 ３～６ 略 

 

 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

・地方公務員の育児休業等に関する法律の一

部を改正する法律（令和７年法律第５号） 

・人事院規則１９－０（職員の育児休業等）

の一部を改正する人事院規則（令和７年人

事院規則１９－０－１７） 

４ 制定改廃 

の概要 

１．給与の減額の対象として、１日の勤務時間の一部を勤務しな

い部分休業に加え、全部を勤務しない部分休業を加える。（第１

４条関係） 

 

３ 制定改廃 

の理由 

・上記の法律の一部改正により部分休業の取

得パターンが拡大されることに伴い、１日

の勤務時間の全部を勤務しないことができ

る部分休業が新たに加わることから、当該

部分休業を給与の減額の対象とするため、

所要の規定の整備を行うもの。 

 

５ 施行期日 公布の日 所管部課 企業局 経営部 企業総務課 
 



議案番号 １０８ 

1/1 

奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 新旧対照表 

 

現行 改正案 

（給与の減額） （給与の減額） 

第14条 略 第14条 略 

２ 職員が次に掲げる休暇等の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規

定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与

額を減額して給与を支給する。 

２ 職員が次に掲げる休暇等の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規

定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与

額を減額して給与を支給する。 

(１) 部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子（民

法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職

員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判

所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している

場合に限る。）であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第

２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他こ

れらに準ずる者として管理者が定める者を含む。第４号において同じ。）

を養育するため１日の勤務時間の一部                 

                                  

   を勤務しないことをいう。） 

(１) 部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子（民

法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職

員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判

所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している

場合に限る。）であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第

２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他こ

れらに準ずる者として管理者が定める者を含む。第４号において同じ。）

を養育するため１日の勤務時間の全部又は一部（２時間を超えない範囲

内又は１年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限

る。）を勤務しないことをいう。） 

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略 
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